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平成 29 年 4 月 1 日 

保有個人データの開示等に関する手続 

 

株式会社プロエイム 

管理部 

 

 当社がお客さまからの請求により、お客さまに対して保有個人データに関する利用目的の通知、開示、訂正

等、利用停止等及び第三者提供の停止（以下「開示等」といいます。）をする場合の手続を迅速に対応するた

め、以下のとおり公表いたします。 

(法第 24 条 2 項、第 25 条、第 26 条 1 項、ならびに第 27 条 1 項および 2 項に基づきに対応いた

します。また、法第 24 条 2 項に基づき利用目的の通知をご希望される場合、及び、法第 27 条 1 項および 

2 項に基づき保有個人データの利用停止等をお申し出の場合は、管理部にて対応いたします。 

 

１ 開示等の対象となる保有個人データ 

開示等の対象となる個人情報は、当社の保有する個人情報のうち、当社が開示等の権限を有するもの（以

下「保有個人データ」といいます。）に限ります。 

（事例；氏名、住所、電話番号、生年月日、勤務先（所属名）、給与振込口座（番号、給与振込額）、その

他契約時及び派遣登録時に関する個人情報及び給与・労務情報等) 

 

２ 全ての保有個人データの利用目 

当社の全ての保有個人データは、「当社における個人情報の取扱いについて」に規定されている利用目的の

範囲内で利用いたします。 

 

３ 開示等及び苦情の相談窓口 

当社における保有個人データの開示等の請求及び保有個人データの取扱いに関する苦情の相談窓口は以下

のとおりです。 

① 住所 

〒２６０－００１４   

千葉県千葉市中央区本千葉町１－１ 日土地千葉中央ビル９階 

株式会社プロエイム  管理部 個人情報保護相談窓口 

② 電話番号 ０４３－４４５－８７９７ 

③ 受付時間 月曜～金曜（祝日、年末年始は除く） 

10時 00分～12時、13時～17時 00分 

 

４ 開示等の請求等の手続 
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（１）相談窓口への郵送 

以下の書類を封緘して相談窓口宛にご郵送してください。 

①「保有個人データ開示等請求書」 

②本人確認書類（下記（２）をご覧ください。代理人がご請求される場合は下記（４）の書類も必要とな

ります。） 

③手数料等相当分の郵便切手（下記（３）をご覧ください。） 

 

（２）本人確認書類 

お客様の本人確認としては、以下の本人確認書類の写しをご送付ください。 

①運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード（個人番号の記載された面

は送付しないでください。）等の官公庁が発行した顔写真付き証明書の写し・・・１点のみの送付で構

いません。 

②健康保険被保険者証、年金手帳等の官公庁が発行した顔写真のない証明書の写し 

・・・２点の送付をお願いします。 

 

（３）手数料等 (法第 25 条) 

お客様の１つのご請求につき、次の手数料等相当額の郵便切手をご送付ください（複数のご請求を同時に

される場合はその合計金額に相当する郵便切手をご送付ください。）。なお、当社が開示等の請求等に応じ

られない場合も手数料等は返金いたしません。郵便制度が変更された場合、下記の手数料等を変更いたし

ます。 

①開示請求（郵便による回答） 

（ア）事務手数料（１件） ……１，０００円(下記、手数料にいて) 

（イ）郵便料金      ……      ８２円 

（ウ）簡易書留料金    ……    ３１０円 

合計１，３９２円 

※手数料について 

法第 25 条に基づく開示等の請求に必要な手数料は、1 件につき最大で 1,000 円。  

※現在弊社にて勤務中の方、もしくは１年以内に退職された方はその旨お知らせ下さい。 

②利用目的の通知、訂正等、利用停止等請求（郵便による回答） 

（ア）郵便料金    ……８２円 

（イ）簡易書留料金 ……３１０円 

合計３９２円 

 

（４）代理人による開示等の請求等の場合 

開示等の請求等をされる方が、未成年、成年被後見人等の本人の法定代理人、本人から委任を受けた本人

が指定した任意代理人である場合には、上記（２）の本人確認書類と併せて、次の①及び②の書類も併せ



3 

 

てご郵送ください。 

①代理権を確認するための書類 

ア 法定代理人の場合 

（ア）未成年の場合―――本人の戸籍抄本又は扶養家族が記入された保険証(写) 

（イ）成年被後見人の場合―――後見登記等に関する法律第 10条に規定する登記証明事項 

イ 任意代理人の場合   

「委任状」及び本人の印鑑登録証明書 

 

②代理人の本人確認をするための本人確認書類 

代理人について上記（２）に掲げる本人確認書類を併せてご送付してください。 

 

５ ご請求に応じられない場合 

以下の（１）～（３）の場合には、お客様からの請求に応じることができません。 

（１）ご請求の不備等により請求を受理できない場合 

以下の場合には、ご請求を受理することはできません。不備な箇所を修正したうえで、当社所定の手続に

従い申請書類の再提出をお願いします。 

1. ご本人の確認ができない場合   

2. 代理人によるご依頼に際して、代理権が確認できない場合   

3. 所定の依頼書類に不備があった場合   

4. 所定の期間内に手数料のお支払いがない場合   

5. ご依頼のあった情報項目が、保有個人データに該当しない場合   

6. 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合   

7. 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合   

8. 他の法令に違反する、又は公益その他の利害が害される等に該当することとなる場合   

9. 人事評価情報、人事考課結果、選考に関する情報、派遣先による評価等の情報、未発表の人事情報、

法令又は当社の諸規則に違反する行為の調査に関わる情報 

 

（２）開示等の請求等をお断りする場合 

ア 利用目的の通知 

以下の場合には、請求される保有個人データの利用目的の通知には応じることはできません。 

① 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利

利益を害するおそれがある場合 

②  利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある

場合 

 

③  国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で
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あって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ

があるとき。 

 

イ 開 示 

以下の場合には、請求にかかる保有個人データを開示することはできません。 

①   派遣社員及びお客様または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

 

②   当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

 

③  開示により、他の法令に違反する場合 

 

④  開示について、他の法令の規定により特別の手続が定められている場合 

 

ウ 訂正等（訂正、追加、削除） 

以下の場合には、請求にかかる保有個人データの訂正等には応じることはできません。 

① その内容の訂正、追加、削除について、他の法令の規定により特別の手続が定められている場合 

 

② その内容の訂正、追加又は削除が、当該保有個人データの利用目的の達成のために必要でない場合 

  

 エ 利用停止等（利用停止、消去） 

以下の場合には、請求にかかる保有個人データの利用停止等には応じることはできません。 

①  違反の是正のためには、請求に係る保有個人データの一部の利用停止又は消去で足りる場合 

 

② 利用停止又は消去に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難であり、かつお客

様の権利利益を保護するため必要な代替措置をとった場合 

 

 オ 第三者提供の停止 

以下の場合には、請求にかかる保有個人データの第三者提供の停止には応じることはできません。 

① 第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者の提供を停止することが困難であ

り、かつ、本人の権利利益を保護するため必要な代替措置をとった場合 

 

６ 開示等・不開示等の決定の通知 

（１）保有個人データ開示等決定通知書の通知 

当社は、開示等の請求等のあった保有個人データの利用目的の通知をする旨決定したとき又は全部又はそ

の一部を除いた部分について開示、訂正等若しくは利用停止等若しくは第三者提供の停止をする旨決定し

たときは、請求者であるお客様又は代理人様に対し、「保有個人データ開示等決定通知書」の送付により
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通知いたします。 

 

（２）保有個人データ不開示等決定通知書の通知 

当社は、開示等の請求等のあった保有個人データの利用目的の通知をしない旨決定したとき又は全部に

ついて、開示、訂正等若しくは利用停止等若しくは第三者提供の停止をしない旨決定したときは、請求

者であるお客様又は代理人様に対し、「保有個人データ不開示等決定通知書」の送付により通知いたし

ます。 

 

【＊当社は、「保有個人データ開示等決定通知書」又は「保有個人データ不開示等決定通知書」をお客様に２週間以内に

通知するよう努めますが、調査に時間がかかる等諸事情により２週間以内に通知できない場合には、事前にご連絡をする

よう努めます。なお、平成 29 年 5 月施行の「個人情報の保護に関する法律」により、開示等の請求等について、裁判上

の訴えを提起することが認められましたが、当社に対して事前に請求をして２週間経過後でなければかかる訴えを提起す

ることはできませんのでご留意ください。】 

以 上 


